
令和８年度  石垣市立 大浜小学校 

緊急災害時等における児童の引き渡しのマニュアル 

１ 目的 

   児童の安全が確保できない恐れがある非常災害が発生した際、臨時下校として児童の迎えを保護者 

 に要請し、児童を安全に保護者に引き渡すことを目的とする。 

２ 引き渡しのめやす 

地震    ・学校を含む地域の震度が５弱以上の地震が発生した場合 

・通学路や家屋に損傷が見られ、下校が難しいと判断される場合 

火災    ・校舎が激しい火災に見舞われた場合 

水害    ･大雨洪水警報発令により通学路の登下校が危険な場合 

不審者の侵入等 

            ・校地・校舎内に不審者が侵入し、児童・教職員に危害が及ぶ恐れがある場合 

            ・校区内に不審者が出没し、児童に危害が及ぶ事態が予想される場合 

    ※上記はあくまで目安であり、必ず引き渡しとするものとは限らない。 

３  引き渡しの手順 

(1) 担任は「緊急災害時連絡カード」と学級名の表示を準備し、児童を並んで待機させる。     

(2) 引き取り者（保護者等）は、待機場所に到着後、児童の学級のところへ行き、担任に引き取りに 

きた児童名と自身の名前を告げる。担任は引き渡しカードと照合する。 

(3) 引き取り者は、カードの引き取り者の欄に「名前」「児童との関係」を、担任（引き渡し者）は「引き

渡し日時」「教職員氏名」を記入し、児童を引き渡す。 

(4) 兄弟がいる場合は、高学年から順次行う。 

４ その他 

   ・「緊急災害時連絡カード」（引き渡しカード）は入学時に作成し、学年が変わる度、確認、訂正を行う。

（転入生は転入時） 

   ・引き渡し方法などについて、学級 PTAや家庭訪問時等で保護者と確認する。 

 

【フローチャート】 

 災害対策本部 学級担任等 

事前準備 

○臨時下校の決定 

○引き渡し場所の決定  

（tetoru等での配信）  

 

 

○児童を待機場所へ誘導  

○引き渡しカードの準備 

保護者対応 

○保護者を誘導 

○引き渡し方法の説明 

（tetoru等での配信検討）  

 

引き渡し 

 ○引き渡しカードの照合 

○引き渡しカードの記入 

○引き渡し 

○名簿一覧にチェック 

事後対応 

○状況確認 

○残った児童の対応決定 

（tetoru等での配信検討）  

 

 

○災害対策本務に連絡 

○残った児童の保護 

緊急連絡先に記載され

ていない方が来た場合

は、保護者に連絡する。 

駐車場、待機場

所への誘導等 



【大浜小学校 緊急災害時連絡カード】 

 


